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9 条改憲は許さない、25条を守る運動の前進を！！ 
通常国会は、1 月 22 日（もしくはその週）に開会する予定

です。通常国会の最大の焦点は、安倍政権による憲法 9 条を

焦点にあてた改憲の発議への動きです。3000 万署名を大きく

広げることを中心に、改憲策動を許さない取り組みを強めま

しょう。 

社会保障費の圧縮・削減は許さない！！ 

私たちの暮らしと社会保障破壊をやめさせるたたかいも大

きな争点にしなければなりません。12 月 22 日、安倍政権は

2018 年度政府予算案と「税制改正」大綱を閣議決定しました。

国の基本的な予算規模を示す一般会計の総額は 97 兆 7128 億

円と 17 年度当初予算を 0.3％上回りました。その特徴は、軍

事費の膨張が鮮明で、暮らし関連の予算は削減・抑制される

ことです。軍事費は過去最大の 5 兆 1911 億円。一方、社会保

障予算は概算要求時に 6300 億円と見込まれた自然増を 1300

億円圧縮しました。 

社会保障では、2018 年 4 月から「診療報酬」と「介護報酬」

の同時改定となります。診療報酬が 1.19％マイナス（本体は

0.55％プラス・薬価等が 1.74％引き下げ）。介護報酬は 0.54％

プラスですが、介護利用時間や利用回数の締め付けを強める

としています。障がい者福祉サービス報酬は 0.46％プラスで

す。生活保護では、生活扶助費を 18 年 10 月から 3 年かけて

160 億円削減と最大で 5％も削減するというもの。「憲法 25 条

を守れ」「社会保障費の削減やめろ」の世論と運動を大きく広

げていこうではありませんか。 

国保・介護で市町村への要請をすすめよう！！ 

4 月から「国保の都道府県単位化」、「第 7 期介護保険事業

計画」がスタートします。市町村では、3 月議会で条例改

正・来年度予算が決定されます。市町村に対して、国保では

「払える保険料（税）への引き下げ」、「法定外繰り入れの継

続」、介護では「保険料を引き上げない」「緩和型事業は拡大

しない」との要請を強める取り組みをすすめましょう。 

神奈川県社保協ニュース 
神奈川県社会保障推進協議会【ＮＯ．１７－６】2017年１２月２７日発行 

横浜市中区桜木町３－９平和と労働会館６Ｆ TEL045-201-3900・FAX045-212-5654 

 

http://01.gatag.net/tag/eps/?ssort=__reaction_buttons_3__________-pm&sdir=desc
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 2 / 4 

 

必死に働いて手に入れた権利の年金、勝手に下げるな！ 
 12 月 18 日、東京地裁 103 号法廷で、神奈川年金

引き下げ違憲訴訟第 3 回口頭弁論が開かれました。

同時間帯に、東京外環道路建設反対と狭山事件行動

が行われ、年金裁判の原告・組合員・支援者 250 人

も加わり、東京地裁前は行動ラッシュで騒然。 

 200 人並んだ傍聴抽選を当てた強運の 60 人を含

め満席の法廷では、原告 2 人と弁護団 3 人が陳述。

樋口原告は、「ブラックな企業で労働組合をつく

り、まともな働き方を求めて闘ってきた。定年後障害者となり、治療費が重く、年金が減れば命

にもかかわる」、大内原告は｢子育て中も、生活のためになりふり構わず働き通しでした。子ども

達が自立しても、月 6 万円の年金では暮らしていけず、働いてきました。年金生活の今は、質や

味よりも値段で購入、たまには外食もしたい、外でお茶をしたい、安全な食品を食べたいです｣。

2 人の生々しい思いを込めた陳述に傍聴席から万感の拍手、裁判長は静止しませんでした。 

 弁護団からは、①マクロ経済スライドには合理性がなく、憲法違反であること。②年金減額

は、憲法 25 条違反、国連社会権規約第 9 条違反であること。③立法事実として年金減額改定の必

要性・合理性がないこと。これらを中心に明確に反論しました。 

 衆院第１議員会館に移っての集会第 1 部は、国が大宣伝している財政破綻論、世代間公平論の

元になっている賦課制度を斬る学習会(講師―夏野社労士)を行い、第 2 部の報告集会では、畑野衆

院議員の国会報告を挟み、原告の陳述した思い、弁護団のわかり易い解説が行われ、国を追い込

んでいる裁判への確信につながる集会でした。第 4 回口頭弁論は、4 月 18 日(水)14:00 東京地裁

103 号法廷で行われます。＜年金者組合・鈴木久夫副委員長より＞ 

 

 

 

12 月 15 日、フジスーパー岡田店前で、「税と社

会保障一体改革反対」の街頭宣伝行動を 3 団体 10

名の参加で行いました。15 日は年内最終の年金支

給日ということもあり、多くの通行者よりお話を

聞くことができました。チラシ・ティッシュを 100

枚配布し、署名 29 筆を集約しました。 

寒川町の国民健康保険料については、町民意見

として共通していることは、小児医療費助成制度

が中学校 3 年生まで拡充されたことは喜ばしいが、保険料については、一般会計より法定外繰入

を実施しているものの、重荷に感じている方が多いことでした。「年金は安いし、暮らしていくの

が大変。消費税増税は反対」「法人税改革は大企業にとってメリットはあるが、中小企業は全く関

係ない」「年金を受給しているけれども、自分だけの国民年金だけでは生活していくことができな

いから、娘のところのお世話になっている」「障がい者をかかえているけれど（年金が）低くて生

活していくことが大変！」などの声が寄せられました。＜寒川町社保協・石山斉事務局長より＞ 

年金裁判第 3 回口頭弁論 
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私のような苦しい思いをする人が２度とでないように！ 
神奈川生存権裁判第 8回口頭弁論が、横浜地裁 101

号法廷行われ、124 人（原告 17 人）が参加し、今回

も傍聴席が溢れました。意見陳述は 2 人で 5 分と制

約される中で、清水弁護士が、引き下げの最大の根

拠とされた物価下落の算式について反論。パーシェ

方式とレスパイレス方式を採用している、2 つの違

う指標での算式はありえないこと。レスパイレス方

式という下落バイアスが大きくなるこの算式は、す

でに破綻したもので、あえて破綻した算式を用いる合理性はないと主張しました。陳述は短いもの

でしたが裁判長には 30 数頁に及ぶ反論書を提出しています。 

また、原告の小宮広子さんは、思い出したくもない過去の自殺を決意した事情や、守る会に助け

られ、保護費の引き下げにより、好きな本を買えなくなったこと、友達とのランチも断らざるを得

ない状況になったことがつらいことなど訴え、そうした状況に追い込まれながら、私のような苦し

い思いをする人が 2 度とでないことを願っていると裁判をたたかう決意を述べました。 

口頭弁論に先立つ地裁前集会では、12 月 8 日にしめされた新たな保護費削減攻撃に対し、驚きと

怒りが噴出！闘う決意のみなぎる集会になりました。次回の口頭弁論は、3 月 12 日（月）11:30～

横浜地裁 101 号法廷行われます。＜神生連・関美恵子事務局長より＞ 

 

2017「介護・国保全国運動交流集会」 
 12 月 20 日、東京で 2017 年「介護・国保全国運動

交流集会」が開催され、15 都府県 10 団体から 54 人

が参加し、介護・国保をめぐる情勢と各地域の運動で

の到達点を交流、学び合いました。神奈川からは 4 人

が参加し、阿部さん（横浜市社保協）が介護の取り組

みについて発言しました。 

「2018 年介護保険改定の動向」（日下部・中央社保

協介護部会委員）、「国保都道府県単位化の現局面と

今後の運動課題」（西村・愛知県社保協国保部会委員）

の学習講演を受けて各地・団体の運動交流を行いました。日下部さんは、負担増と自律支援を名目

に給付制限とインセンティブ改革、互助の押し付けによる共生型サービスの強制など、大阪大東市

などで実施されている事例を紹介しながら、高齢者の尊厳と権利を守る介護保険運営、介護保障に

するため「『自立支援』『給付抑制』に自治体を走らせない法改定後の課題」として「第７期事業計

画の『目標』設定を国に追随させない、要介護認定、サービス利用を阻害させない、事業所に『自

立支援型』を押し付けない」などの課題を提起しました。西村さんは、愛知県社保協の国保運営協

議会の公募委員として、「市町村ごとの標準保険料については、当分の間現在の医療水準を反映す

る」「『赤字解消は県と赤字市町村が個別に協議する』と期限を明記しなかった」と報告。皆保険制

度を支える国保は「誰もが保険証を持つ。誰もが払える保険料にする」ことが重要、そのために国

庫負担の増減を求めて行くことを強調しました。＜中央社保協ニュースより＞ 

生存権裁判第 8 回口頭弁論 

中央社保協 
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12 月 27 日 生活保護問題で小田原市生活支援課と懇談 

 12 月 27 日、「小田原市生活支援課の不当行為に関する

調査団」は、小田原市生活支援課と懇談しました。調査団

と生活保護問題対策全国会議、小田原市の生健会メンバ

ーなど 15 人が参加しました。懇談は、あり方検討会の報

告にもとづくこの間の改善と来年度に向けた取り組みに

ついて意見交換することを目的としました。 

申請から決定までの日数は、14 日以内が 29.1％から

85.3％まで前進したこと。「保護のしおり」の画期的な改訂にとどまらずに、職員配置への努力、情

報発信としてフェイスブックの開設、「支援課通信」を発行していることなどが報告されました。来

年 2 月に利用者と市民へのアンケートを実施し、4 月頃に検証を行うこととなっています。 
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1 月 10 日（水）中央社保協運営委員会 13:00 日本医労連 

1 月 11 日（木）安保法違憲訴訟口頭弁論 16:00 横浜地裁 

1 月 12 日（金）県社保協第 6 回常幹 14:00 建設プラザ 3Ｆ 

1 月 16 日（火）第 9 回介護のつどい実行委員会 18:00 民医連会議室 

1 月 18 日（木）建設アスベスト訴訟神奈川原告団・新春のつどい 11:00 建設プラザ 2F ホール 

全労連社会保障闘争本部会議 13:30 全労連会館 

1 月 19 日（金）県医療保険課との懇談 10:00 県医療保険課（終了後、医療保険改善委員会） 

県社保協第 7 回幹事会 14:00 保険医協会 

1 月 22 日（月）通常国会開会日行動（この週の他の日程になる可能性あり） 

1 月 23 日（火）税金学習会 19:00 建設プラザ 2F ホール 

1 月 25～28 日  安保廃棄統一促進会議・沖縄名護市長選支援行動 

1 月 30 日（火）憲法共同センター代表者会議 15:30 建設プラザ 4F 会議室 

国民大運動実行委員会代表者会議 17:00 建設プラザ 4F 会議室 

 

2 18 13:30 17:00 ḹ 13:00  

┴ 2F  ̈ 500 Л  

第 1部＜シンポジウム＞ 
介護利用者・事業者・従事者・自治体からの報告と討論 

第 2部＜講演＞ 

～介護保険改悪の動向とそれにいかに立ち向かうか～ 

日下部雅喜さん 


